20   年   月   日

一般財団法人日本自動車研究所

認証センター　事業部　行

FAX:03-5401-2834  E-mail：rbjigyou@jari.or.jp
JARI-RB登録マークデータ送付依頼書

当社は、以下内容に同意しますので、JARI-RB登録マークデータを送付願いたく依頼します。
	登録組織名　：
	

	登 録 番 号 ：
	

	申　込　者　：
	部署名：　　　　　　　　　　　　　　　

	
	役職：
TEL：
	氏名：　　　　　　　　　　（署名又は記名押印）
E-mail：

	使 用 用 途 ：　
	□ 名刺　　　　　　　　　　
□ ウェブサイト　

□ 会社案内・パンフレット　

□ 看板　　　　　　　　　　

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　）


　　データは電子メール等で配布いたします。
JARI-RB登録マークの使用に際しては以下事項を順守するとともに、使用基準に従い、適正な使用
　　管理に留意してください。
JARI-RB登録マークの使用に関する順守事項

・　JARI-RB登録マーク、貴社マーク等は明確に識別できるよう、サイズ・配置を考慮してください。
・　JARI-RB登録マークを縮小・拡大して表示する場合は、縦横の比を変えないでくだい。JARI-RB登録マー
  クを縮小する場合は、マークに使用されている文字が明らかに判読できる範囲にとどめてください。
　 貴社にてJARI-RB登録マークの各要素を分解したり、組み換えたりする等、加工して使用することはできませ
   ん。JARI-RBが提供する電子データの保存形式の変更、解像度の加工も行わないでください。
・　印刷物あるいはウェブサイトを作成するためにJARI-RB登録マークのデータを外部業者に提供する場合は、 

  JARI-RB登録マークの保護及び漏洩防止のための適切な管理に関する業者の同意を貴社にて確認してくだ
  さい。また、データ提供先業者の一覧を備えJARI-RBが要求した場合は提示してください。上記以外の目的
  でJARI-RB登録マークを他者に提供することはできません。
・　JARI-RB登録マークを名刺に使用する場合は、認証登録を受けた対象範囲の業務に従事する方のみに
　 限られます。
・　JARI-RB登録マークは、いかなる場合においても、製品そのものへの貼付はできず、製品自身が認証を受け
たと誤解されるような方法では使用することはできません。
・　JARI-RB登録マークは、登録証の有効期間内でのみ使用できます。
　 貴社の認証登録が取り消された場合、あるいはJARI-RBが不適当と判断した場合には、直ちに使用を中止
   してください。
・ JARI-RBの認証が取り消された場合は、JARI-RBの要求に従って、JARI-RB登録マークを使用している

  すべての印刷物等の関連物は完全に消去又は廃棄してください。JARI-RBが提供した登録マークのデータ
　 は、完全に復帰し得ない形で消去又は廃棄してください。外部業者にコピーを提供している場合も同様の処
　　置をとってください。
・ 上記以外の使用条件については、JARI-RBの使用基準に従ってください。
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